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来る 1 月 29 日（火）議会改革特別

委員会（別掲参照）が開催されます。

西澤議員と丸山光雄議員は 25 日、連

名で西川誠一委員長あての申し入れ

書を議会事務局に提出しました。「申

し入れ書」の全文は次の通りです。 

 

議会改革論議についての
申し入れ（提案） 

議会改革特別委員会の議論はまだ

始まったばかりですが、議員それぞれ

に経験をふんでこられ、現在の甲良町

議会における運営や論議にかかわっ

て改革する必要を感じておられると

思います。 

先進議会の条例を読み合わせ、論議

することを否定するものではありま

せん。議会改革を盛り込んだ条例制定

をめざす作業は、甲良町議会における

改革点を洗い出し、それを確認する作

業抜きに実を伴うことはないと考え

ます。つまり、条文案が完成する以前

でも改革事項を確認し、現行の自治法およ

び町条例のもとでも可能な改革を実行に

移すことこそ大切です。で、なければ条例

を作っても中身がともなわない可能性も

あります。 

以上の観点から、議会改革論議をすすめ

るにあたって下記のように提案します。な

にとぞ、立場の違いを超えて有意義な論議

ができるようにし、もって町民の付託に応

えられる議会となるようにしたいものだ

と考えます。 

記 

１、「議員の発言権の充分なる保障」「公

平・公正」この 2つの柱を議会運営の基

本とすること。 

２、議会は住民の代表機関としての基本的

位置づけにかんがみ、全員協議会、

各種委員会も原則公開を徹底するこ

と。 

３、各議案の内容が理解できる資料の

提出を必ず当局に提起すること。場

合によっては法の規定に準じて義務

提出とすること。 

４、現在行っている一般質問の際の「35

分以内」という制限を見直し、合理

的に改めること。 

５、常任委員会研修について、事前検

討と事後の研修成果整理などを義務

化すること。いやしくも１議員 5 万

円の物見遊山的な「研修」としない

ことが肝要。甲良町で、あるいは甲

良町政で解決しなければならない

「課題」を明らかにした上で視察先を

検討すること。これらは「議員は信頼

されない存在」と言われる昨今である

ことにかんがみ、改めて検討する価値

があるものです。 

 

なお、改革事項を気が付き次第、今後

提案したいと考えますのでよろしくお願

いします。 
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甲良町議会改革特別委員会の目的 

（平成24年3月7日議決・議長を除く11人で構成） 

町民の負託、期待に応える議会および

町民から信頼される議会を構築するた

め、議会基本条例をはじめ議員政治倫理

条例（規定）の策定および議員の活動規

範、議員の資質向上等に関する調査を行

い、対策を講じる。もって、議会および

議員の使命と責任を追究し、議会の改革

と活性を図るものである。 

 


